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秦野市立渋沢中学校 学校いじめ防止基本方針      

 

1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項 

(1)学校のいじめ防止に向けた方向性・目標 

いじめは、いじめを受けた生徒の尊厳を損なう、絶対に許されない行為です。しかし、ど

の生徒にも、どの学校においても起こりうるものであり、その背景は多種多様なものです。

秦野市教育委員会は、秦野市教育振興基本計画である「はだのわくわく教育プラン」におい

て、『いじめ等の対策の推進』を掲げ、学校、教育委員会、関係機関等が連携して、適切な対

策を推進しています。本校では「いじめは、絶対に許されないもっとも卑劣で卑怯な行為」

「いじめの発見と迅速な対応」「これはいじめだという感性」の理念のもと、取組を進めてき

ているところです。私たち渋沢中学校教職員は、学校教育推進の重要な視点として常に意識

を持って教育実践に携わることが求められています。 

いじめ防止に向けた取組は、「未然防止」「早期発見」「早期対応」の３つの視点が必要です。

日常的に人権教育、道徳教育の実践や、生徒とともにいじめ撲滅のための運動や活動を重ね、

いじめが発生しにくい土壌をつくる「未然防止」、定期的な調査や教育相談等を通じていじめ

の「芽」を摘む「早期発見」、発生した事案に対して保護者、関係機関等と連携し真摯にその

解決に向けて全力を尽くす「早期対応」の３視点です。それぞれの視点に立ち、渋沢中学校

のいじめ防止に係る基本方針をここに定めます。 

 

(2)いじめの定義、いじめの理解 

いじめは、いじめ防止対策推進法第２条で定めているとおり、「児童等に対して、当該児童

等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心

理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含みます。）で

あって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいいます。 

また、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことな

く、いじめられた生徒の立場に立つことが必要です。いじめには、多様な態様があること

から、法の対象となるいじめに当たるか否かを判断するに当たっては、「心身の苦痛を感じ

ているもの」との要件を限定して解釈することのないよう努めることが必要です。いじめ

は、単に子どもたちだけの問題ではなく、パワーハラスメントやセクシュルハラスメン

ト、他人の弱みを笑いものにしたり、異質な他者を差別したりといった大人の振る舞いを

反映した社会問題であるという指摘があります。近年のいじめは、従来に比べ特に陰湿と

なっていること、一方で、遊び半分のものが多く見られることなども指摘されており、問

題が顕在化しにくく、その分、事態が深刻化しやすいとも言われています。その背景に

は、子どもたち同士の複雑な人間関係や心の問題も存在しており、以下の視点を持って問

題に向き合うことが必要となります。 

ア いじめは、いじめを受けた生徒の尊厳を損なう、絶対に許されない行為である  

イ いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こり得る 

ウ いじめは、家庭環境や対人関係など、様々な背景から、様々な場面で起こり得る 

エ いじめは、｢被害者｣や｢加害者｣だけでなく、｢観衆｣や｢傍観者｣といわれる周囲の子ども

にも注意を払う必要がある 
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(3)いじめの防止等に関する基本的な考え方 

いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題」にはどのような特徴があるかを十分に

認識し、日 「々未然防止」と「早期発見」に努めるとともに、いじめを認知した場合は、「早

期対応」に適切に取り組むことが必要です。また、いじめ問題には、学校や家庭の問題とし

てだけではなく、全ての大人たちの問題として取り組まなければなりません。常に地域や家

庭、関係機関と一丸となって相互に協力する関係づくりを進めることも大切です。 

 

２ いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

(1)いじめの防止 

  ア 未然防止のための取組 

(ア)いじめの未然防止に向けては、家庭や学校において、生徒の発達段階に応じた道徳観や

規範意識などを身に付けさせ、“いのちを尊ぶこころ”や“他者を思いやる気持ち”を育む

ことが重要です。そのためにも、道徳の授業はもちろん、教育活動全般において道徳教育・

人権教育を推進します。 

(イ)生徒たち一人ひとりが、好ましい人間関係を築けるように、コミュニケーション能力等

の育成に努め、明るく健全な学級の雰囲気づくりに努めるとともに、青少年を取りまく情

報環境が急激に変化する中で、情報社会の一員としての自覚をもって、適切に行動する態

度を身に付けることが求められます。そのためにも、情報モラル教育の一層の充実に取り

組む必要があります。 

(ウ)日頃よりきめ細かい生徒観察に努め、いじめの背景にある、生徒たちが抱える学業や家

庭環境、人間関係等にまつわるストレス等の要因に着目し、その改善を図るとともに、ス

トレスに適切に対処できる力を様々な場面で育む観点も必要です。そのためにも、会話や

文章を通した生徒との「対話」を心がけます。 

(エ)生徒会主催の「思いやり集会」・年５回実施する「あいさつ運動」などの生徒の主体的な

活動を推進し、生徒自身がいじめの防止を訴えるような学校の雰囲気を作り出していきま

す。 

(オ)職場体験、ボランティア活動等の体験活動や特別活動の充実を図り、学校外の人々との

関わりや集団活動を通して自己の役割や責任を果たそうとする態度やよりよい人間関係を

築こうとする態度等道徳性を育む取組みを進めます。 

   (カ)渋サポ(保護者)が校内の環境美化に努めながら、学校を見守っています。 

 (キ)「いじめ暴力行為等の問題行動のない学校づくり」をテーマとし、朝のあいさつ運動(５

回)を行い、地域に見守られている意識を生徒に感じさせ、地域と一体となった学校作りを

します。 

イ 教職員の資質能力向上を図る取組 

   (ア)日頃より学年教員集団を基本としたチームでの組織的な運営に努め、学年経営や学級経

営についての情報交流を密に行います。 

   (イ)わかる授業作りを進め、すべての生徒が参加・活躍できる授業の工夫を行います。その

ために、日頃から互いの授業を見合いながら切磋琢磨する姿勢を持ち、創意工夫のある授

業実践に努めます（互見授業）。 
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   (ウ)生徒のコミュニケーション能力等の育成及び情報モラル教育の充実を図るために、教育

委員会等の主催による研修会に積極的に参加します。 

   (エ)道徳授業を計画的に行い、学年教員組織の中で、教材の有効性や、授業実践時の生徒の

様子等語り合いながら、「活きた」道徳授業実践に努めます。 

   

（2）早期発見 

  ア いじめの早期発見のための取組 

(ア)いじめの早期発見に向け、教員が日頃から、生徒たちの表情や態度のわずかな変化やサ

インを見逃さず、適切な対応ができるように教員の資質や能力の向上を図ることが重要で

す。そのためにも学年教員集団を基盤とした組織的な情報交流や啓発活動に積極的に努め

ます。 

(イ)定期的に行うアンケート調査等によって、常に生徒たちの状況を把握するとともに、生

徒たちが困った時に相談しやすい仕組みや環境、雰囲気づくりに努めることが必要です。

本校としては、学期に1回教育相談期間を設定し担任による生徒への面接を個別に行い、

実施する前には「いじめ」も含めた相談アンケートを記名で行います。また、状況に応じ

て無記名によるアンケート調査を実施します。 

(ウ)生徒や保護者によるｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰとの面談が有機的に行うことができるように、教育相談

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ及び生徒指導担当が中心となり適切な環境整備に努めるとともに、週１回生徒

支援連絡会を開催し、情報を交流するとともに支援の方向性について共通理解を図ります。 

(エ)いじめは、学校に限らず様々な場所・場面で起こることをふまえ、家庭や地域に向けて

いじめに関する啓発を行い、大人たち全員が子どもたちを見守り、育てる意識を持つよう

に働きかけることが必要です。そのためにも学校便り・学年便り・学級通信を効果的に活

用するとともに、保護者や地域の方々の来校の機会を多く持つことに努めます。 

   

(3)いじめに対する措置 

  ア いじめの発見・通報を受けた時の対応 

(ア)いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにいじめをやめさせます。 

(イ)いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。 

  イ 所轄警察署との連携 

犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、市教育委員会及び所轄警察署等と

連携して対処します。 

  ウ いじめられた生徒又はその保護者への支援 

(ア)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじ

めを受けた生徒・保護者に対する支援といじめられた生徒の安全を確保します。     

(イ)必要に応じていじめた生徒を別室において指導し、状況に応じて出席停止制度を活用し 

いじめられた生徒が落ち着いて学校生活を送ることができる環境の確保を図ります。 

エ いじめた生徒への指導又はその保護者への助言 

 (ア)いじめた生徒にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとります。 
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(イ)迅速に保護者に連絡し、事実に対する理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以

後の対応を適切に行えるように協力を求めるとともに継続的な助言を行います。 

オ いじめが起きた集団への働きかけ 

(ア)いじめを見ていた生徒等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよ

う指導します。 

(イ)はやしたて、同調している生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であ

ることを理解させるよう指導します。 

カ インターネット上のいじめへの対応 

発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネッ

トを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを

防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活

動を行います。  

  キ いじめ発見から対応にいたるフロー図―①（別紙①） 

 

３ 「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」の設置 

  【生徒支援連絡会（毎週開催）】 

  

(1)組織の役割 

      ア 各学年からの生徒支援に関わる事案の報告を通して、その対処法及び今後の取組、学校全

体としての対応を協議、確認を行う組織。いじめ防止の観点では、事案に対する対処及び

未然防止、早期発見のための対応協議を図る役割を担います。 

      イ 具体的には、いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と共有を

行う役割を担います。併せて、いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開き、

いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対

応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核を担います。 

(2)構成員 

校長・教頭・学校生徒指導担当者・学年生徒指導担当者・養護教諭・教育相談ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ  ー

支援級担当職員・通級指導教室担当職員・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 

(3)組織と教育相談体制  

ア 事案に応じて教育相談ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ及び生徒指導担当と調整を行い、本人及び保護者との相

談または担任との相談を設定。 

イ いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正 

(4)組織と生徒指導体制 

  ア 各学年生徒指導担当より学年教員へ連絡し指導の共通理解を図ります。必要に応じて生徒

指導連絡会全体会を行う場合もあります。 

  イ いじめの情報収集 

  ウ いじめ事案への対応検討や決定 

  エ いじめ事案の報告 
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４ 重大事態への対処 

(1)重大事態の発生と調査 

ア 重大事態の意味 

(ア)いじめを受けていた生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた場合 

  (イ)いじめを受けていた生徒が、そのため相当の期間欠席を余儀なくされている疑いがある

場合（年間30日を目安とします。ただし、一定期間連続して欠席している場合は、上記目

安にかかわらず重大事態として対応します。）学校は、直ちに重大事態と判断し、事実関係

を明確にするための調査に着手します。 

   (ウ)生徒やその保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、

その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えた

としても、重大事態が発生したものと見なして調査等に当たります。 

イ 重大事態の報告 

    学校は、重大事態と思われる案件が発生した場合にはただちに教育委員会に報告します。

報告を受けた教育委員会は重大事態の発生を市長に報告します。 

  ウ 調査の主旨 

   (ア)発生した重大事態のいじめ事案に関する調査 

   (イ)市教育委員会への調査結果の報告 

エ 調査の主体 

   (ア) 学校が調査主体となる場合 

学校が行う重大事態の調査は、法第 22条の規定に基づき学校に常設する「いじめの防

止等の対策のための組織」（生徒指導連絡会）が主体となって実施します。 

常設の組織の中に、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人

間関係又は特別の利害関係を有しない第三者が含まれていない場合は、調査に当たり、

当該事案の性質に応じて、外部から必要な人材の参加を求め、調査の公平性・中立性を

確保するよう努めることとします。 

(イ) 教育委員会が調査主体となる場合 

学校で発生した重大事態について、次のいずれかに該当するときには、教育委員会に

おいて調査を実施します。 

a  学校主体の調査では、重大事態への対処等に十分な結果を得られないと当該学校を設

置する教育委員会が判断した場合 

b  学校の教育活動に支障が生じるおそれがある場合 

オ 調査を行うための組織について 

   【学校危機管理対策委員会】 

(ア)役割  

a いじめ行為がいつ、だれから行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景

事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応し

たかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする役割。 
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    b 調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者 

     に対して、適時・適切な方法での提供・説明。 

c 教育委員会への調査結果報告。 

(イ)構成員 

校長・教頭・教務・学年主任・生徒指導担当者・養護教諭・関係職員 

教育相談ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ・ＰＴＡ会長・学校運営協議会委員等 

(必要に応じて適切な専門的知識及び経験を有する第三者の参加を諮る) 

(市教育委員会の指導・助言のもとにメンバーを決定します) 

カ 事実関係を明確にするための調査の実施 

     重大事態の調査は、委員会又は学校が行うこととされていますが、調査の実施主体につ

いては、上記の考え方により、重大事態の発生の報告を受けた教育委員会が判断します。 

(2)重大事態に係るその他留意事項     

ア 調査結果の提供及び報告 

(ア)いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任 

調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者に

対して、適時・適切な方法での提供・説明をします。 

(イ)調査結果の報告 

学校で発生したいじめの重大事態について、調査結果は教育委員会を通じて市長に報

告します。 

なお、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合は、いじめを受けた生徒又

はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添えます。 

  イ 重大事態への対応フロー図―②（別紙②） 

 

５ いじめ防止のための年間計画(別紙③) 

 

６ その他留意事項 

 (1)秦野市教育委員会教育指導課、秦野警察署生活安全課、秦野市こども家庭支援課こども若者相

談担当、平塚児童相談所、地域民生委員、保護司等関係組織との連携及び情報共有については

支援連絡会または必要に応じて随時行うものとします。 

(2)生徒支援連絡会は学校基本方針の見直しや取り組み状況のチェック、いじめの対処       

がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直しなど定期的に検証を行います。 



○　いじめ事案への対応フロー図―①   

※　いじめ事案の内容によって学校が必要と認めたときは、所轄警察署
　　に相談・通報し連携する

別紙①

いじめの疑いに関する情報の収集・共有

アンケートや相談、申告、通報、発見による

いじめと疑われる事案の認知

いじめと判断

生徒支援連絡会の緊急開催

報告

教育委員会
いじめではないとの判断

生徒への聴取、いじめの

情報の収集・共有

いじめられた生徒・保護者、いじ

めた生徒・保護者、周囲の生徒

いじめに対する措置・対応

措置・対応の検証・修正

管理職による対応の決定

「生徒支援連絡会」での対応

事案調査班 事案対応班

※ 本人からの訴えの場合は、いじめと判断

し対応する

重大事態の

発生

フロー図―②へ

職員会議



○　いじめ事案への対応フロー図―②

※　重大事態の調査主体が教育委員会の場合は、教育委員会へ資料等の提
　　出など調査に協力する
※　調査によって明らかになった事実関係については、いじめられた生徒・保
　　護者に対して、適時・適切な方法で提供・説明を行う

別紙②

いじめられた生徒・

保護者、いじめた

生徒・保護者、周

囲の生徒への対

応検討

いじめに対する措置・対応

措置・対応の検証・修正

重大事態の発生 教育委員会

調 査

報告

教育委員会
報告

いじめられた生徒・

保護者

市長所見

管理職による

対応の決定

「学校危機管理対策委員会（調査組織）」

の設置

※第三者の参加を諮る

情
報
提
供

「学校危機管理対策委員会」での対応
※学校が調査の主体となった場合

調
査
主
体
検
討

報
告

「生徒支援連絡会」での対応

「生徒支援連絡会」

での対応

協議

市長

報
告

所轄警察署

職員会議

事案により

通報



秦野市立渋沢中学校　いじめ防止指導等年間計画 別紙③

行事 授業 学級活動（学年活動） 生徒会活動

〇始業式
〇入学式

〇学校における携帯電話の取り扱いについて入学
式終了後に保護者に説明する。

〇新入生オリエンテーショ
ン　(生徒会・部活動)

〇新入生が中学校生活に不安を抱かないように支
援する。

〇生徒総会 〇生徒会本部が中心となって運営し、自治活動に
おける生徒相互の連携意識を高める。

〇学年懇談会
〇ＰＴＡ総会
〇部活動保護者会

〇部活動顧問と保護者との連携をつくり、部活動
内での人間関係を把握する。

〇朝のあいさつ運動 〇登下校の際に大人からの積極的な声かけを行
い、地域一体となったコミュニケーションの推進
を図る。

〇１学期中間テスト 〇テストに向けての動機付けと学習につまずいて
いる生徒の支援を学年全体で考える。

6

〇校外学習 〇班活動を通して、仲間同士で助け合える関係を
築けるように支援していく。

　

〇１学期期末テスト 〇テストに向けての動機付けと学習につまずいて
いる生徒の支援を学年全体で考える

〇三者面談 〇学習面、生活面の両面において、次への意欲付
けとなるような面談を心がける。

〇１学期終業式 〇携帯電話等に関する指導

8

○２学期始業式 ○夏休み中に生徒の状況が変化していないかどう
か注意深く見守る。

〇上級学校調べ(２年) 〇夏休みボランティア実施
〇いじめを考える児童生徒委員会(秦野
市の取り組み)

〇朝のあいさつ運動 〇登下校の際に大人からの積極的な声かけを行
い、地域一体となったコミュニケーションの推進
を図る。

9

〇２学期中間テスト 〇テストに向けての動機付けと学習につまずいて
いる生徒の支援を学年全体で考える

〇特別編成プログラム
・自己紹介
・学級目標づくり
・組織づくり
〇教室環境指導
・環境の役割・意義を理解し、生徒
の向上心、良心を引き出すような環
境を生徒自らが創り出す

〇緑の羽募金呼びかけ
　(ボランティア活動)

〇ゴミゼロクリーンキャンペーンへの参
加(ボランティア活動)

〇相談窓口の周知徹底
・ＳＣのお知らせの配布
〇随時生活相談票の周知徹底
・各教室への用紙の設置

〇教育相談月間 〇定期的に行うアンケートによって、生徒の状態
を把握する。

〇修学旅行 〇班活動を通して、お互い仲間同士で助け合える
ような関係を創り上げるように支援していく。

〇生徒支援研修会
・学校全体の生徒の健康面、行
動面、家庭環境等を全職員で把
握し、今後の支援に生かしてい
く

２
学
期

〇進路
1年　将来の夢と進路の学習
2年　学ぶことの目的と意義
3年　自己理解への努力

○第１回秦野こども未来つくり会議
・秦野市全体で生徒同士、これからのこ
とについて考える。
〇思いやりを育てる週間
・いじめをなくすために、思いやりの心
を育てることを目的とした週間を設け、
学校のいじめ防止撲滅に取り組む。
○ピアサポートプログラム研修会
・子ども同士が「友達の話に耳を傾ける
こと」「友達を支援すること」「友達と
して思いやりを示すこと」ことができる
ように指導する。

1
学
期

4

〇教室環境を整えることを徹底する。
〇何を学習するか、授業の始めに学習内容を
提示する。
〇多様な学習活動を取り入れ、集中力が途切
れないようにする。

月
学校行事
各種取組み

未然防止の取組み
早期発見の取組み 早期対応の取組み

〇小学校旧６年担任による中学校
１年生の授業参観
・小学校の担任と情報交換を行
い、中学校に入学してから生徒の
様子に変化がないかどうか話し合
う。
〇民生委員との懇談会を通して、
地域での生徒の行動を把握する
〇定期生活相談週間の実施
・事前アンケート調査
・担任との個別面談

〇スポーツ部門に向けて
（企画・運営）
・生徒の自主性を育む
・自己有用感を育む

〇いじめや暴力行為等、様々な問
題に悩む子どもが気軽に相談でき
るように「相談機関紹介カード」
を配布する

〇スポーツ部門に向けて
(話し合い・当日の活動)
・クラスの中での役割分担
・集団の中での好ましい人間関係の
育成
・問題解決能力の育成
〇係活動の充実

〇授業改善の取組み（わかる授業づくり）

7

〇性教育　思春期の性(３年)
・講師をよんで、思春期の性について話をす
る。

〇話し合い活動
・1学期の反省と夏休みの過ごし方

〇選手壮行会
〇老人ホーム訪問(ボランティア活動)

5

〇朝のあいさつ運動 〇登下校の際に大人からの積極的な声かけを行
い、地域一体となったコミュニケーションの推進
を図る。

〇アンケートの集約
・担任だけにまかせることな
く、学年・学校全体で生徒が何
に悩んでいるかを把握する。
・いじめの疑いに関する情報や
生徒の問題行動などに係わる情
報の共有を行い、すぐに対応す
る。

〇夏期休業中の注意
・携帯電話等に対する指導
・夜間の外出の指導

〇生徒会オリエンテーション
〇生徒総会
・生徒の主体的な関わり
・自己有用感の育成

〇学校における教育活動の中で、最も多くの
時間とエネルギーを費やしているのが授業な
ので、一つ一つの授業に教師としての教育
観、人生観を投入する。
〇総合的な学習の時間について
・生徒が自分の得意分野を伸ばしたり、未経
験の学習を通して、日常生活を豊かに送るた
めに自らの興味・関心に基づき主体的・創造
的に取り組み、生きる力の育成を図る。
・自然体験やボランティアなどの社会体験と
いった体験的な学習を通して、健康で豊かな
生活を送ることができるようにする。
・講話などを通して、自分や身近な人の現在
や将来の生活について考える機会とし、健全
で充実した人生が送れるようにする。

〇遠足、修学旅行に向けて
(話合い・当日の活動)
・クラスの中での役割分担
・集団の中での好ましい人間関係の
育成
〇進路
2年働くことの目的と意義
3年よりよい進路選択のために
〇話し合い活動
・学習の仕方
・学習の見通し



秦野市立渋沢中学校　いじめ防止指導等年間計画 別紙③

行事 授業 学級活動（学年活動） 生徒会活動
月

学校行事
各種取組み

未然防止の取組み
早期発見の取組み 早期対応の取組み

〇授業参観
〇学級懇談会

〇懇談会を通して、家庭の様子を保護者から聞
く。

〇ＧＦスポーツ部門 〇縦割りの運動会を実施することにより、異年齢
の集団による活動を通してコミュニケーション能
力を高める。

〇ＧＦ合唱部門 〇自己有用感・自己肯定感の育成
〇集団の中での好ましい人間関係の育成

〇教育相談月間 〇学校生活における悩みや友人関係による悩みな
どが相談できるような面談を心がける

〇２学期期末テスト 〇テストに向けての動機付けと学習につまずいて
いる生徒の支援を学年全体で考える

〇３年進路面談 〇共感を生み納得と理解につながる資料の準備、
話の進め方の工夫に心がける。

〇朝のあいさつ運動 〇登下校の際に大人からの積極的な声かけを行
い、地域一体となったコミュニケーションの推進
を図る。

〇三者面談 〇学習面、生活面の両面において、次への意欲付
けとなるような面談を心がける。

〇終業式 〇携帯電話等に関する指導

〇始業式 〇新年の始まりとして、生徒一人一人が新たな気
持ちで前向きに学校生活が送れるように支援す
る。

〇新入生保護者説明会 〇学校における携帯電話の取り扱いについての説
明

〇教育相談月間 〇生徒自身が自己理解を深め、より充実した学校
生活が営めるように自己変容していくことを援助
する。

〇朝のあいさつ運動 〇登下校の際に大人からの積極的な声かけを行
い、地域一体となったコミュニケーションの推進
を図る。

〇小学校６年生授業体験
〇学校説明会

〇中学に入学する前に、児童が不安に思っている
ことを解消する。

〇学年末テスト 〇テストに向けての動機付けと学習につまずいて
いる生徒の支援を学年全体で考える

〇生徒総会 〇生徒の自治活動として委員会や生徒会活動の反
省をしっかりと行う

〇卒業式

〇修了式  

〇生徒支援連絡会(毎週)
〇渋サポ(保護者)見回り(随
時)

〇体験学習の充実
〇環境整備
・「きれいな環境が人をつくる、その環境をつく
るのも人である」という意識を常に持つ

〇生きる力の育成と創意工夫を生かした特色
ある教育活動の展開を目指し、自ら学び考
え、判断する力を育成する。また基礎的・基
本的な内容の定着を図り、個性を生かす教育
の充実に努める。

〇「話し合い活動」などを通して、
学級のメンバーが相互に理解を深
め、お互いの意見を尊重しあい、よ
りよい学級集団を創り上げるよう支
援する。

〇諸活動、行事を生徒自らが企画、運営
し、積極的に参加することで、充実した
学校生活が送れるように支援する。
〇1年間ボランティア活動に参加して、
多くの人に接し、社会に貢献し、豊かな
心を育む。

〇個人の持つ悩みや困難を解決し
て、自己実現できるようにする
〇いじめは絶対に許されない最も
卑劣で卑怯な行為であることを常
に発信する。

〇事案認知時の速やかな対応
〇職員・保護者・ＳＣ・外部機
関が円滑な連携が図れるように
する。

２
学
期

〇渋沢駅周辺年末防犯パトロール
・自治会の方と協力して冬休み中
の生徒の行動を把握する

〇合唱コンクールに向けて
(話し合い・当日の活動)
・生徒の自主性の育成
・集団の中での好ましい人間関係の
育成
〇話し合い活動
・クラスの諸問題
〇学級新聞づくり

〇合唱コンクールに向けて
（企画・運営）
・生徒の自主性を育む
・自己有用感を育む
〇思いやりを育てる週間
(ＳＴＯＰいじめ)
・いじめをなくすために、思いやりの心
を育てることを目的とした週間を設け、
学校のいじめ防止撲滅に取り組む。
〇ピアサポートプログラム研修会
〇いじめを考える児童生徒委員会(秦野
市の取り組み)

〇いじめ問題に係わる点検
・全校職員に対していじめに対す
る取り組み状況のアンケートを実
施し、適切な対応を心がける。
〇定期生活相談月間の実施
・事前アンケート調査
・担任との個別面談

12

〇性教育講演会(２年)
・講師をよんで、思春期の性やエイズについ
て話をする。

〇話し合い活動
・2学期の反省と冬休みの過ごし方

10

11

〇生徒総会
・１年間の生徒会活動を総括することに
よって、来年度への意識づけを行い、生
徒会活動への関心を高める。

〇話し合い活動
・1年間のまとめと反省
・上級生に向けて
〇自分たちの成長を理解すると同時
に新たな進路への見通しや目標を
しっかり持たせる

〇小学校6年生に対する学校説明会の司
会・運営
○ピアサポートプログラム
・小中交流

〇進路
１年　職業調べ
２年　学校調べ
３年　新しい生活への心構え

年間を
通した
取り組
み

３
学
期 2

3

1

〇教育相談月間の実施
・事前アンケート調査
・担任との個別面談

〇アンケート結果に基づく対応○平和教育
・修学旅行に向けて(２年)

〇話し合い活動
・冬休みの反省と新年の決意

〇書き損じはがきや使用済みプリペード
カード集め

〇職場体験(２年) 〇思いやり週間をうけての取り組み 〇生徒会本部役員選挙
〇いじめを考える児童生徒委員会
(秦野市の取り組み)

〇市内中学校意見交換会

〇情報収集に基づく対応
・いじめの疑いに係わる情報が
あった時は、緊急会議を開い
て、いじめの情報収集を行い、
指導や支援の体制、対応方針の
決定と保護者との連携をはか
る。


